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別  紙  

亀 山 市 認 定 こ ど も 園 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 制 定 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

  



亀 山 市 条 例 第   号  

 

   亀 山 市 認 定 こ ど も 園 条 例  

 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  市 は 、 小 学 校 就 学 前 の 子 ど も に 対 す る 教 育 及 び 保 育 並 び に

保 護 者 に 対 す る 子 育 て 支 援 の 総 合 的 な 提 供 を 推 進 す る た め 、 就 学

前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る

法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認 定 こ

ど も 園 を 設 置 す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 「 利 用 者 負 担 額 」 と は 、 子 ど も ・ 子 育 て

支 援 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ６ ５ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ７

条 第 ３ 項 第 ２ 号 及 び 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 規 定

す る 支 給 認 定 保 護 者 の 属 す る 世 帯 の 所 得 状 況 そ の 他 の 事 情 を 勘 案

し て 市 町 村 が 定 め る 額 を い う 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 法

の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 名 称 、 位 置 及 び 類 型 ）  

第 ３ 条  認 定 こ ど も 園 の 名 称 、 位 置 及 び 類 型 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 名 称  亀 山 市 立 関 認 定 こ ど も 園 ア ス レ  

（ ２ ） 位 置  亀 山 市 関 町 木 崎 ７ ８ ６ 番 地  

（ ３ ） 類 型  幼 保 連 携 型  

（ 利 用 者 負 担 額 ）  

第 ４ 条  認 定 こ ど も 園 の 利 用 者 負 担 額 は 、 法 第 ２ ７ 条 第 ３ 項 第 ２ 号

及 び 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 政 令 で 定 め る

額 を 限 度 と し て 規 則 で 定 め る 額 と す る 。  

（ 利 用 者 負 担 額 の 徴 収 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 本 市 の 支 給 認 定 を

受 け た 小 学 校 就 学 前 子 ど も で あ っ て 認 定 こ ど も 園 に お い て 教 育 又



は 保 育 を 受 け た 者 の 支 給 認 定 保 護 者 か ら 前 条 に 規 定 す る 利 用 者 負

担 額 を 徴 収 す る 。  

２  市 長 は 、 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 本 市 以 外 の 市 町 村 （ 特

別 区 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 支 給 認 定 を 受 け た 小

学 校 就 学 前 子 ど も で あ っ て 認 定 こ ど も 園 に お い て 教 育 又 は 保 育 を

受 け た 者 の 支 給 認 定 保 護 者 か ら 当 該 支 給 認 定 を 行 っ た 市 町 村 の 定

め る 利 用 者 負 担 額 を 徴 収 す る 。  

３  月 の 中 途 で 入 園 し 、 又 は 退 園 し た 場 合 に お い て は 、 次 の 各 号 に

定 め る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 徴 収 す る 。  

（ １ ） 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る も の  当 月 の 利 用 者 負 担

額 に 在 園 中 に お け る 当 月 の 開 園 日 数 （ 当 該 日 数 が ２ ０ 日 を 超

え る 場 合 に あ っ て は 、 ２ ０ 日 ） を 乗 じ た 額 を ２ ０ 日 で 除 し た

額  

（ ２ ） 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 該 当 す る も の  当 月 の

利 用 者 負 担 額 に 在 園 中 に お け る 当 月 の 開 園 日 数 （ 当 該 日 数 が

２ ５ 日 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 ２ ５ 日 ） を 乗 じ た 額 を ２ ５

日 で 除 し た 額  

４  利 用 者 負 担 額 は 、 そ の 月 分 を 毎 月 １ ５ 日 ま で に 徴 収 す る 。 た だ

し 、 月 の 中 途 で 入 園 し 、 又 は 退 園 し た 場 合 に お い て は 市 長 が 別 に

定 め る 日 ま で に 徴 収 す る 。  

（ 利 用 者 負 担 額 の 減 免 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 利 用 者 負 担 額

を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。  

（ 延 長 保 育 料 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 延 長 保 育 を 受 け る 子 ど も の 支 給 認 定 保 護 者 か ら 規

則 で 定 め る 延 長 保 育 料 を 徴 収 す る 。  

２  延 長 保 育 料 は 、 毎 月 末 日 ま で に そ の 月 分 を 納 付 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 委 任 ）  

第 ８ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 準 備 行 為 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 準 備 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日

（ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 亀 山 市 立 関 幼 稚 園 に 在 園 し 、 又 は 関 保

育 園 に 在 所 し て い る 者 は 、 施 行 日 に お い て 亀 山 市 立 関 認 定 こ ど も

園 ア ス レ に 入 園 す る も の と み な す 。  

 （ 亀 山 市 関 乳 幼 児 セ ン タ ー ア ス レ 条 例 の 廃 止 ）  

４  亀 山 市 関 乳 幼 児 セ ン タ ー ア ス レ 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ９ ２

号 ） は 、 廃 止 す る 。  

（ 亀 山 市 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）  

５  亀 山 市 立 学 校 設 置 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ６ ２ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 の 表 幼 稚 園 の 部 亀 山 市 立 関 幼 稚 園 の 項 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 保 育 所 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）  

６  亀 山 市 保 育 所 設 置 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ８ ７ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 の 表 関 保 育 園 の 項 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 重 要 な 公 の 施 設 の 長 期 か つ 独 占 的 な 利 用 及 び 廃 止 に 関 す

る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

７  亀 山 市 重 要 な 公 の 施 設 の 長 期 か つ 独 占 的 な 利 用 及 び 廃 止 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ６ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

  第 ２ 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 （ ２ ５ ） 認 定 こ ど も 園  

 


	gian570
	gian571

